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第３章 特定健診・特定保健指導の実施 
１ 特定健康診査等実施計画について 
 この計画は、国の定める特定健康診査等基本指針に基づく計画であり、制度創設の趣旨、

国の健康づくり施策の方向性、第１期の評価を踏まえ策定するものです。 

 この計画は５年を一期とし、第２期は平成２５年度から２９年度とし、計画期間の中間年

である２７年度の実績をもって、評価・見直しを行っていきます。 
 

２ 目標値の設定 
 特定健康診査等基本指針で示された参酌標準に基づいて、特定健康診査受診率、特定保健

指導実施率並びにメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率に係る本計画最終

年度の目標値を設定し、さらにそれに向けた各年度の目標数値を設定します。 

 

図表 62 特定健診実施率及び特定保健指導実施率の目標値 

※「メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率」については、保険者毎の目標値設定はなく平成 29

年度までの全国目標値が設定されており、平成 20 年度の目標設定時と比べたメタボリックシンドロームの該

当者・予備群の減少率を示しています。 

  

目標値を達成するための取り組みは、次のとおりです。 

 

（1）特定健診実施率の向上方策（国の定める目標値特定健診実施率 60％） 

●若い世代の実態把握を丁寧に行い、健診の必要性の周知、セルフケア能力の形成、健

診を受けやすい体制作りに力を入れる具体的な取組みを実践していきます。 

●地区毎の受診率を把握し、未受診者台帳を活用することにより、地区担当で責任を持

って未受診者訪問を継続して実施していきます。 

●今後レセプトを活用し、通院中の対象者が特定健診未受診であれば、生活習慣病で通

院している方が多い医療機関へ直接出向き、受診勧奨をしていただけるように依頼し

ます。また、通院中を理由に特定健診を受診されない方が見受けられるため、特定健

診から保健指導までの取組みを丁寧に説明し、特定健診受診の必要性を理解していた

だきます。 

●自治会などで、受診勧奨の説明会を継続して実施していきます。 

 

（2）特定保健指導実施率の向上方策（国の定める目標値特定保健指導実施率 60％） 

●集団健診受診者に対しては、健診結果を郵送配布から対面配布方式に変更し、健診結

果を直接説明することにより、保健指導へ繋げていきます。 

●個別健診受診者に対する保健指導実施率をあげるために、集団健診受診者への取組み

と同様、医療機関との連携を図り、健診結果の対面配布方式による結果の説明を実

施していきます。 

 

（3）メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少方策（国の定める減少率 25％） 

メタボ該当者・予備群を減少させるためには、健診の項目や健診内容はどういう状態を

あらわしているのかといったポピュレーションアプローチ、保健指導の選定方法や優先

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

特定健診実施率 40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 

特定保健指導実施率 52％ 54％ 56％ 58％ 60％ 
※メタボリックシン

ドロームの該当者及

び予備群の減少率 
％ ％ ％ ％ 25％ 
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順位、効果のある保健指導方法、学習教材の開発等が必要となることから、第２章で述

べている取り組みを丁寧に実践していきます。 

 

 

３ 対象者数の見込み 
図表 63 特定健診対象者数等の見込み 

 
第１期 4 年間（平成 20 年度～平成 23 年度）における法定報告での特定健診対象者数が、

18,000 人前後で推移していることから、第２期計画の期間中においても特定健診対象者数

を 18,000 人として、図表 62 の特定健診目標実施率をもとに、特定健診受診見込み者数を

算定しました。 

また、特定保健指導対象者（積極的支援・動機づけ支援）についても、第１期 4 年間（平

成 20 年度～平成 23 年度）で、特定健診受診者の 18％で推移しているため、第２期計画の

期間中においても特定保健対象者数を特定健診受診見込み者数の 18％として算定しました。

さらに、特定保健指導実施見込み者数については、図表 62 の特定保健指導目標実施率をも

とに算定しています。 

  

 

 

 

 

※法定報告対象者とは、特定健康診査の実施年度中に 40～74 歳となるもので、かつ当該実施

年度の一年間を通じて加入している者（年度途中での加入・脱退等異動のないもの）。 

なお、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者（刑務所入所中、海外在住、長期入院等告示で

規定）は、上記対象者から除く（年度途中での妊婦・刑務所入所等は、異動者と同様に、対象者

から除外） 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

特定健診対象者数 18,000人 18,000人 18,000 人 18,000 人 18,000 人 

特定健診受診者数 7,200 人 8,100 人 9,000 人 9,900 人 10,800 人 

特定保健指導対象者数 1,296 人 1,458 人 1,620 人 1,782 人 1,944 人 

特定保健指導実施者数 674 人 787 人 907 人 1,034 人 1,166 人 
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４ 特定健診の実施 
（1）実施形態 

健診は、特定健診実施機関に委託します。県医師会に加入の特定健診実施機関は、とりま

とめ機関である県医師会と、代表保険者が集合契約を行います。県医師会加入以外は、直接、

特定健診実施機関と代表保険者で集合契約を行います（図表 64）。 

 

図表 64 特定健診の実施形態 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）特定健診委託基準 

高齢者の医療の確保に関する法律第２８条、及び実施基準第１６条第１項に基づき、具

体的に委託できるものの基準については厚生労働大臣の告示において定められています。 

 

（3）委託契約の方法、契約書の様式 

県医師会及び県医師会加入以外に特定健診実施機関と代表保険者が集合契約を行います。 

委託の範囲は、問診、身体測定、採血、検尿、結果通知、健診結果の報告（データ作成）

です。 

契約書の様式については、国の集合契約の様式に準じ作成しています。 
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（４）健診実施方法及び健診実施機関 

 浦添市では平成 23 年度より特定健診とがん検診を同時に受診できる体制を整え、「総

合健診」と称し、以下の方法で実施しています。 

 

個別健診・・・沖縄県市町村代表保険者と沖縄県医師会との集合契約書に記載された医

療機関、個別契約を行った医療機関 

集団健診・・・平成２５年度については、浦添市保健相談センターにて実施 

 

健診実施機関の周知方法として、浦添市 HP・広報等を用いて周知を行います。 

 

（5）健診委託単価及び自己負担額 

平成２４年度 健診委託単価 

個別健診・・・・・ 6,700 円 

集団健診・・・・・ 6,200 円  

自己負担額は無料とする。 

 
 

【具体的な健診項目】（資料編Ｐ89 参照） 

ア 基本的な健診項目（下線部は沖縄県、二重下線は浦添市独自の健診項目） 

質問項目、身体測定（身長、体重、BMI、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧測定、

血液化学検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール）、肝機能検査

（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ―ＧＴＰ）、血糖検査（空腹時または随時）、ＨｂＡ1ｃ検査、尿検

査（尿糖・尿蛋白・尿潜血）、腎機能検査（血清クレアチニン）、血清尿酸検査、 心電

図、貧血検査 

  
イ 詳細な健診の項目 

  眼底検査（前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧、腹囲等の全

ての項目について、眼底検査実施の基準に該当した者。） 

 

ウ その他の検査項目（動脈硬化検診） 

尿中微量アルブミン検査、75g 糖負荷検査（耐糖能精密検査）、頸動脈エコー検査 
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（6）受診券の様式（被保険者証と一体） 

  図表 65 受診券の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7）代行機関の名称 

国保の特定健診にかかる費用（自己負担額を除く）の請求・代行は、沖縄県国民健康保

険団体連合会に委託しています。 

 

（8）年間実施スケジュール 

前年度２月～３月：特定健診集合契約、詳細健診契約準備（４月実施）、受診券送付、動

脈硬化検診契約準備（４月実施） 

４月～翌年３月：特定保健指導準備、特定保健指導実施 

４月～翌年３月：未受診者対策 

５月～翌年３月：集団健診準備、健診実施（集団、個別） 

５月～翌年３月：医療機関への受診勧奨のお願い 

９月：法定報告準備 

１１月：翌年度予算案作成 

 

（9） 特定健診受診勧奨について 

ア 従来からの取組 

・市の広報誌の利用とホームページへの掲載 

・電話勧奨（地区担当を決めて勧奨を行う） 

・未受診者を対象に、はがき送付と戸別訪問 

・自治会、市民サークルに対しての特定健診説明 

・対象者への広報用チラシの送付 

・庁舎ロビー等でのパネル展 

・健康講演会の開催 

・関係機関等への普及・協力依頼 

（ポスター掲示、のぼり設置、ポケットティッシュ・うちわ等の配布） 

・職場健診等の把握に努め、そのデータの提供による特定健診受診率向上を図る 

 

受診券は被保険者証と一体 
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イ 新たな取組み 

・自治会表彰の実施 

・医療機関別特定健診の受診状況の把握を行い、通院中の方に対し、主治医より特定

健診の案内をしてもらう様、協力体制をとる 

・未受診者の職場訪問等の実施を検討 

 

5 保健指導の実施 
 

特定保健指導の実施については、保険者が直接実施します。また、計画期間途中における特

定保健指導の実施者見込み数の動向を勘案し、外部委託についても検討します。 

 

（１）健診から保健指導実施の流れ 

確定版様式６－１０をもとに、健診結果から保健指導対象者の明確化、保健指導計画の

策定・実践、評価を行います。 

 

図表 66 健診から保健指導実施へのフローチャート 
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（２）要保健指導対象者数の見込み、選定と優先順位・支援方法  

 

平成 25 年度における要保健指導対象者見込み、選定と優先順位・支援方法について、「健

診から保健指導実施へのフローチャート（図表 66）をもとに、図表 67 のとおり試算し

てみました。 

   

図表 67 要保健指導対象者数の見込み（選定と優先順位・支援方法） 
（平成２５年度における受診率を平成 23 年度受診率 32.5％と同じとして試算） 

 

 

 

さらに、各グループ別の健診結果一覧表から 

個々のリスク（特に HbA1c・血糖、ＬＤＬコレステロール、血圧等のレベル、ｅＧＦＲ

と尿蛋白の有無）を評価し、必要な保健指導を実施します。 

優先 

順位 

様式 

6-10 
保健指導レベル 支援方法 

対象者数見込 
（受診者の○％） 

目標実施率 

１ 
Ｏ 

Ｐ 

特定保健指導 

Ｏ：動機づけ支援 

Ｐ：積極的支援 

◆対象者の特徴に応じた行動

変容を促す保健指導の実施 

◆行動目標・計画の策定 

◆健診結果により、必要に応

じて受診勧奨を行う 

Ｏ 814 人 

（11.3％） 

Ｐ 504 人 

（7.0％） 

利用率 

65％ 

終了率 

52％ 

２ Ｍ 
情報提供（受診必

要） 

◆医療機関を受診する必要性

について通知・説明 

◆適切な生活改善や受診行動

が自分で選択できるよう支援 

1,296 人 

（18.0％） 
100％ 

３ Ｄ 健診未受診者 

◆特定健診の受診勧奨（例：

健診受診の重要性の普及啓

発） 

10,800 人 

※受診率目標

達成までにあ

と 3,600 人 

 

 

％ 

４ Ｎ 情報提供 
◆健診結果の見方について通

知・説明 

1,656 人 

（23.0％） 

 

％ 

５ Ｉ 情報提供 

◆かかりつけ医と保健指導実

施者との連携 

◆学習教材の共同使用 

◆医療機関における診療報酬

上の生活習慣病管理料、栄養

食事指導料の積極的活用 

◆治療中断者対策及び未受診

者対策としてのレセプトと健

診データの突合・分析 

2,930 人 

（40.7％） 

 

 

 

 

％ 
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（３）糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール 

 目標に向かっての進捗管理とＰＤＣＡサイクルで実践していくため、年間実施スケジュ

ールを作成します。 

 

図表 68 糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール 
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（4）保健指導従事者の人材確保と資質向上 

   

図 表 6 9 　 浦 添 市 の 特 定 健 診 ・ 特 定 保 健 指 導 に 従 事 す る 人 員 体 制

職  種 人 数 （ 正 規 職 員 ） 合 計

保 健 師 4 7

看 護 師 0 5

管 理 栄 養 士 1 2

事 務 担 当 2 7

合  計 7 21

人 数 （ 嘱 託 員 ま た は 臨 時 ）

3

5

1

5

14
（ H 2 4 . 1 0 月 末 時 点 ）

 
 

平成 24 年 10 月末時点における保健師の正規職員数は 22 人で、衛生部門や介護部門、

福祉部門等への配置体制となっており、そのうち約３割にあたる衛生部門の保健師及び嘱

託員、国保部門の嘱託員等が特定保健指導を行っています。また、管理栄養士の正規職員

は衛生部門と福祉部門に１人ずつ配置されており、衛生部門の管理栄養士と嘱託員が特定

保健指導を行っています（図表６９）。 

なお、保健指導は生活習慣病対策や予防重視の視点から行っており、特定健診受診者全

員を対象として、優先順位ごとに保健師・看護師・管理栄養士合わせて１４人で行ってい

ます。 

保健指導従事者一人あたりが担当する人数は、図表６６（Ｐ５８）の健診受診者数 6,508

人でみると約４６５人となっており、図表６３（Ｐ５４）において平成２９年度の特定健

診受診者見込み数 10,800 人とすると、約２３人の専門職の人員体制が必要となっていま

す。今後、健診受診者数の増加に伴い保健指導対象者の増加が見込まれる中、より質が高

く効果のある保健指導を継続して行なっていくために、保健師や管理栄養士等の専門職の

人員を、外部委託も考慮しつつ適宜確保しながら、保健指導の充実を図っていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

保健指導実施者の資質として、健診・保健指導を計画的に実施するために、まず健診デ

ータ、医療費データ（レセプト等）、要介護度データ、地区活動等から知り得た対象者の

情報などから地域特性、集団特性を抽出し、集団の優先的な健康課題を設定できる能力が

求められます。 

具体的には、医療費データ（レセプト等）と健診データの突合分析から疾病の発症予防

や重症化予防のために効果的・効率的な対策を考えることや、どのような疾病にどのくら

い医療費を要しているか、より高額にかかる医療費の原因は何か、それは予防可能な疾患

なのか等を調べ、対策を考えることが必要となります。 

平成２５年１０月稼働予定の国保データベース（ＫＤＢ）システムでは、健診・医療・

介護のデータを突合できることから、集団・個人単位での優先的な課題設定が容易になる

ことが期待されます。その力量アップのため、健診データ・レセプト分析から確実な保健

指導に結びつける研修に積極的に参加していきます。 
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（5）保健指導の評価 

標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）によると、「保健指導の評価は、医療保険

者が行った「健診・保健指導」事業の成果について評価を行うことであり、本事業の最終

目的である糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の減少状況、また、医療費適正化の観

点から評価を行っていくことになる」としています。 

また、評価は①ストラクチャー（構造）、②プロセス（過程）、③アウトプット（事業実

施量）、④アウトカム（結果）の４つの観点から行うこととされています。 

そのため、保健指導にかかわるスタッフが評価結果を共有でき、必要な改善を行ってい

けるよう、評価表の作成をしていきます。 

 

図表 70 糖尿病フローチャートを活用した評価（プロセス評価・アウトカム評価）



 

 
 ～平成１９年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 
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人口構成：３０～３９歳が多い 

生産年齢人口（１５～６４歳）割合：67.3% 

出生率（人口千対）：14.2 

          （県 12.2 全国 8.7） 

健診受診率：19.0% 

医療費：一人当たり費用額（老健分） 

     83万円（H12）→107 万円（H17） 

介護保険：重度認定者（要介護４，５） 

割合 29％（県 27％ 全国 24％） 

 

 

 

・集団教育、機能訓練を行っていた。 

（2～3次予防の視点だったのでは） 

・老人保健事業をこなすことが優先で、

集団事業に追われた毎日だった。 

・フォローの対象者を絞りこむという意

識しておらず、広く周知して集まる住民

に健康相談・健康教育をおこなってい

た。（おもに平日の午後） 

⇒健康意識の高い住民だけが集まる結

果に・・ 

健康うらそえ21の中間みなおしを行うため

に、今までの実態・データを見てみると… 

 

 

・特に若い人の健診受診率が低い。 

（40代：7.2％ 50代：9.9％） 

・医療費、介護費は減っていない。（県内 2

位） 

・介護保険 2号被保険者の 83.3%が生活習

慣病が原因 

・生活保護受給者の 36.2%が生活習慣病

が原因 

・65歳未満の死亡率が 26.3%と高い。 

   （県 22.9% 全国 18.0%） 

・人工透析患者が右肩上がりで増加。 

・30代から有所見率が高く、20代にも生活

習慣病治療者が見られる。 

・透析者の訪問・・・透析に至るまでの経過

を聞いた 

⇒職場健診で指摘された高血圧の長期放

置で透析になった、とのことだった。 

⇒高血圧、糖尿病治療中でもコントロール

不良の方が透析に至っている。 

⇒治療中でも GFR を知らない方がほとん

ど。 

・・・ということがわかった。 

 

・低出生体重児予防のため、親子健康手

帳（母子手帳）を保健師・看護師・助産師

が配布する。 

 

 

 

 

 

・集団健診を土日に開催。医療機関が休診

となるため。 

・30代健診枠の拡大（定員数をなくす） 

・フォロー対象者を特定保健指導者、受診勧

奨値の持つ者、CKD と選定した。 

・結果説明会に対象者を絞り込み、参加を促

した。（特定保健指導対象者を中心に） 

・住民のニーズに合わせ、結果説明会を日

曜日に 2 回、夜間（21 時まで）に 2 回の開催

を実施。 

⇒反応はよかった。 

 

特定健診受診者数《率》：4849人《26.9%》 

特定保健指導者数《率》：408人《47.2%》 

 

 

 

 

 

 

 

重症化予防のために・・透析を予防したい！ 

 ・健診項目に GFR値の項目を追加し、住民

に腎機能について知ってもらう。 

 ・管理栄養士による保健指導を開始する。

腎臓を守る食生活について住民に知っても

らう。 

 

 

 

・健診結果に問題のない情報提供の

住民には保健指導をしておらず、約

100 人の住民が翌年、特定保健指導

対象者となっていることが分かった。 

・二次検診結果分析にて 

HｂA1c≦5.1の中でLDL値でのプラー

ク所見状況 

LDL＜120       プラークあり25% 

120≦LDL＜140   プラークあり 48% 

140≦LDL＜160   プラークあり 57% 

160≦LDL       プラークあり73% 

 

 

特定健診受診者数《率》：6282 人

《34.9%》 

特定保健指導者数《率》： 587 人

《50.7%》 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 集団健診受診者全員に結果を手渡す結果

説明会を実施した。 

・情報提供の 30 代、40 代で若い世代に結果

の見方を説明することで、健診継続受診する

ことの大切さや住民自身が健診結果を理解

することの大切さを感じてもらえた。とスタッフ

も実感できた。 

・今まで内服中の人はフォロー対象外だった

が、実はHbA1c高値の人は内服中の人が多

かった。同時期に糖尿病台帳作成に手掛け

る。 

・LDL受診勧奨値をフォロー対象者とした。 

⇒二次検診案内し、早期に本人への気付き

を促したい。 

 

平成 24年度は・・ 

新たに糖尿病台帳に上がってくる人にも保健

指導を実施する。（H20 年度から一度でも

HbA1c6.1以上） 
 

ス

タ

ッ

フ

の

気

づ

き

と

変

化 

☆実態は見えてきたけど何からやれば 

いいか分からない。 

でも、・・・このころから研修会に参加す

るスタッフが増えてきた。 

 

 

・データの集め方、見方がわかってきた。 

・一人一人の生活習慣を振り返り、生活習

慣病を予防することが、医療費・介護費を

抑えることにつながる！！とスタッフの向く

べきところが統一されてきた。 

☆母子保健の知識が足りない、力量形成

の必要性を感じるが、勉強会するまでに

は至らなかった。 

 

 

 

☆病院任せ、本人任せにしてきた結果、重症

化させてしまった。私たちはどこで介入でき

ただろうか。これまでのやり方では透析は予

防できない！！ 

 

☆課内でもスタッフの整理をしてより多くの住

民をフォローできるようになってきた。 

☆対象者が明確になってきたから、

希望者だけが参加する事業から必要

な人への保健指導へ変わってきたな

ぁと実感した。 

☆特定保健指導対象者以外の住民

は大丈夫か？浦添市は LDL 値が高

いデータを良く見るけど・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦添市の特徴 

以前の保健指導 

図表 71 浦添市保健活動の取り組み経過（プロセス評価） 

実態把握 

CKD予防のための計画化 

若い年代でも健診を受けられるようにし

よう。 

結果の見方等、住民に力をつけてもら

いたい。 

新たな課題 

対象者も徐々に拡大 

CKD フローチャート 

黒①⑤⑥⑧  

+ 

白①⑤⑥⑧ 

新たな取り組みとして 

情報提供の住民を放っておけない！ 

黒①～⑨ 
黒①～⑨ 

+ 

白①～③ 

・親子健康手帳交付時、妊婦・乳幼児健

診から把握される糖尿病・高血圧の家族

歴・既往歴者へ・・ 

意識して特定健診受診勧奨⇒継続的に

フォローする体制作り 

妊婦フォロー対象者：尿蛋白陽性者、空

腹時血糖値異常、高血圧、GDM、PIH 既

往歴など 

以前は診断がついた方をフォローしてい

たが、予防の視点から診断がなくても異

常値はフォローしていきたい。 

母子分野での生活習慣病予防 
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